
 

平成18年８月 

 

民 生 文 教 委 員 会 会 議 録 
 

平成18年８月２日（水曜日） 

午前10時35分から 

午前10時42分まで 

市役所 委員会室 

 

 

◎出席委員（６名） 

     委員長 本 多 克 郎 君  副委員長 福 冨   勉 君 

         住 野 龍之介 君       東 海 孝 年 君 

         山 田 拓 郎 君       堀 江 正 栄 君 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

◎欠席委員（１名） 

         前 田 幸 雄 君 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

◎職務のため出席した事務局職員の職・氏名 
＋

 事 務 局 長  長谷川   勲 君   次 長 補 佐  後 藤   裕 君 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

◎説明のため出席した者の職・氏名 

 学校教育部長  長谷川 隆 司 君   庶 務 課 長  小 島 豊 光 君 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

◎付託議案 

   第66号議案 工事請負契約の締結について（城東小学校校舎増築工事） 
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午前10時35分 開議 

◎本多委員長 大変お疲れさまです。ただいまより民生文教委員会を開催いたします。 

ただいま、出席委員は６名でございます。 

本日の欠席委員は、通告により前田委員が欠席されております。 

定足数に達しておりますので、直ちに民生文教委員会を開催いたします。 

本委員会に付託されました案件は、付託議案一覧表に記載のとおり、第66号議案 工事請

負契約の締結について（城東小学校校舎増築工事）であります。 

第66号議案を議題といたします。 

当局の説明を求めます。 

小島庶務課長。 

◎小島庶務課長 （第66号議案説明） 

◎本多委員長 当局の説明は終わりました。 

続いて、質疑を行います。 

ご発言を願います。 

山田委員。 

＋ ＋

◎山田委員 工事契約に関係する議案ですから、設計の内容については、設計の予算等々、過

去の議会であったと思いますが、その議会でいろいろ質疑させていただきまして、本来、こ

こであれこれお尋ねすることではないかもわかりませんが、本会議場で、今、若干質疑もあ

ったことにかかわる点で、確認をしていきたい点もありますので、多少、その辺は多目に見

ていただいて、お許しをいただきたいと思いますが、増築の校舎は、完璧にスペースを配置

して、かなり融通性の高い、地域に開放するとかいうことも含めて、非常にいい設計だなと

いうふうに思っています。ただ、特に子どもがふえてきとると、四季の丘、もえぎヶ丘等々

の状況があって、児童センターなどもパンク状態で、公民館を借りて使用している状況が現

在でも生じている。ニーズも高いということで、本会議の質疑の中でも、放課後子供プラン

を積極的にということもご答弁ありました。ぜひその点については、ここ城東小学校はもち

ろんですけれども、これからの学校整備の中で、そういう位置づけはやっぱりきちっとして

いくべきだなと、特に城東地区でいえば、現在のセンターの一部は借地の状態ですので、ま

たそういう児童クラブなんかでも、私は学校の中にそういう機能を入れ込んでいくべきだと

思っています。特に、今、児童のいろんな事件等もありますけれども、学校からセンターま

での移動も子どもたちしなきゃいかんし、とにかく効率的な面で考えても、やはり学校の中

にそういう機能を持たしていくのが、私は理想だと思っていますので、ぜひそういった点を

踏まえて、今回の増築部分については、ぜひそういう活用を本会議の答弁のとおり、積極的

に進めていただけるかということを改めて確認しておきたいなと思います。 

◎本多委員長 小島庶務課長。 

◎小島庶務課長 本会議のお答えでも部長がお話ししましたように、城東小学校の場合、８教

室、それから４教室がサブ教室というようなことになっておりますので、現在のところ８教

室が不足する、最終、再来年ですけれども、最大で８教室が不足するであろうというふうに

考えておりまして、そうした中で、サブ教室等もありますので、面積的には若干狭いんです
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けれども、その中での検討も今後学校側とさせていただきたいというふうに考えております。 

◎本多委員長 他にございませんか。 

  〔「なし」の声起こる〕 

◎本多委員長 質疑なしと認め、第66号議案に対する質疑は終わります。 

続いて、討論を行います。 

  〔「なし」の声起こる〕 

◎本多委員長 討論なしと認め、討論を省略いたします。 

続いて、採決を行います。 

第66号議案を採決いたします。 

本件は原案のとおり決することにご異議ございませんか。 

  〔「異議なし」の声起こる〕 

◎本多委員長 異議なしと認め、よって、第66号議案は原案のとおり可決すべきものと決しま

した。 

以上で、本委員会に付託されました案件は議了いたしました。 

これをもって委員会を閉じます。 

午前10時42分 閉会 

 

 

本委員会の顛末を記載し、相違ないことを証するため、ここに署名する。 ＋
 

 

平成  年  月  日 

 

 

 

      民生文教委員長 
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本委員会に提出された事件及び審議結果 

議案番号 件      名 付託年月日 審議結果 審査年月日

第66号議案 

 

工事請負契約の締結について 

 （城東小学校校舎増築工事） 

平 18. 8. 2

 

原案可決 

(全会一致) 

平 18. 8. 2

 

 

 

＋ ＋
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